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練馬区プレスリリース  送付日 2023年（令和５年）10月４日 

 
 

 

 
職員の期末・勤勉手当に係る源泉所得税の 

納付遅延による支払いの発生について 

と き 10月４日（水）発表 

６月30日に支給した期末・勤勉手当（令和３年～５年分）に係る源泉所得税について、納期限を誤

認したことにより税務署への納付が遅延していたことが判明しました。 

納付の遅延により、「不納付加算税」「延滞税」が課されたため、３か年の合計で37,115,600円の

支払いが生じました。 

不適切な事務処理により、区政への信頼を損なう事態を招いたことを、深くお詫び申し上げます。

事故の発生を重く受け止め、再発防止に向けて取り組んでまいります。 

 

【概要】 

給与所得から源泉徴収した所得税は、支給した月の翌月10日（本件の場合、７月10日）までに納付

しなければならない。 

６月30日に支給した職員の期末・勤勉手当（令和３年～５年分）に係る源泉所得税について、納期

限を誤認したことにより、税務署への納付が遅延（８月10日納付）した。 

その結果、不納付加算税と延滞税が課されることとなった。 

 

【不納付加算税および延滞税の試算額】 

３７，１１５，６００円（３年間合計） 

（内訳） 

年分（経過日数） 不納付加算税額 ※1 延滞税額 ※2 合計 

令和３年分（29日）  なし 706,900円  706,900円  

令和４年分（30日）  16,542,000円  652,600円  17,194,600円  

令和５年分（31日）  18,461,500円  752,600円  19,214,100円  

計 35,003,500円  2,112,100円  37,115,600円  

※1 不納付加算税額；納付すべき金額×不納付加算税の割合（５％） 

※2 延滞税額     ；納付すべき金額×延滞税の割合（2.4％（令和３年は 2.5％））×経過日数÷365 日 

 

【経過】 

８月10日  令和５年６月30日支給の期末・勤勉手当に係る所得税を納付 

９月13日  練馬東税務署から確認があり、令和５年分の遅延が判明 

９月19日  令和３年・４年分の納付の遅延を練馬東税務署へ報告 
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【原因】 

⑴ 令和２年11月頃、指定金融機関（みずほ銀行）の業務見直しに伴い、源泉所得税の収入日計日

が６月30日から７月６日頃に変更されることとなった 

この際に、担当者が法令への理解不足から、本来の納期限である給与支給月の翌月10日（７月

10日）ではなく、会計処理上、源泉所得税の払出処理が可能となる日（７月６日）の翌月10日

（８月10日）であると誤認し、事務処理を行ってしまった。 

⑵ 当該処理に関する決裁の過程で、７月10日納付分に、６月30日支給の期末・勤勉手当に係る源

泉所得税が含まれていないことに気づくことができなかった。 

 

【損害賠償】 

地方自治法の規定に基づき、区に与えた損害について当該事務処理に責任ある関係管理職に賠償を

求めるよう検討する。 

 

【職員の処分】 

管理職以外の職員も含め、関係職員への処分を厳正に行う。 

 

【区長・副区長の給料削減等】 

区長、副区長（２名）の給料を 30パーセント、３か月間削減する。 

（令和５年第四回区議会定例会に条例案を提出） 

 

【再発防止策】 

⑴ みずほ銀行と協議し、源泉所得税の処理について、令和２年以前と同様の事務処理とし、源泉 

所得税の収入日計日を６月 30日とするよう戻す。 

⑵ 源泉所得税に関するマニュアルを刷新し、根拠法令や実務処理の注意点などを明示する。 

⑶ 納税事務に係る年間スケジュールを担当部署内で共有するとともに、チェックシートを作成し、

進捗状況を組織的に把握・管理することで、漏れや遅れが生じないようにする。 

⑷ 庁内で源泉徴収事務に従事する職員に向けて、年度当初に事務説明会を開催し、根拠法令や事

務フローの周知を徹底する。 

 

 

【問い合わせ】 

練馬区 職員課       電話 ０３－５９８４－５７８２（事業全般に関すること） 

練馬区 文書法務課     電話 ０３－５９８４－２６４３（賠償等法令に関すること） 


